
「フレイル」とは、『フレイル診療ガイド2018年版』（日本老年医学会／国立長寿医療研究センター、2018）によると「加齢に伴う予備能力低下のた
め、ストレスに対する回復力が低下した状態」を表す“frailty”の日本語訳として日本老年医学会が提唱した用語である。フレイルは、「要介護状

態に至る前段階として位置づけられるが、身体的脆弱性のみならず精神心理的脆弱性や社会的脆弱性などの多面的な問題を抱えやすく、自立
障害や死亡を含む健康障害を招きやすいハイリスク状態を意味する。」と定義されている。また、「フレイル」の前段階にあたる「プレフレイル」の
ような早期の段階からの介入・支援を実施することも重要である。

予
備
能
力

aging （ 加齢 ）

死亡

no frailty
（ 健康 ） frailty

（ フレイル（虚弱）） disability
（ 身体機能障害 ）

老年症候群老年症候群慢性疾患を併存
（comorbidity）

慢性疾患を併存
（comorbidity）

and/or

相互に影響※

●高血圧 ●心疾患 ●脳血管疾患
●糖尿病 ●慢性腎疾患(CKD) 
●呼吸器疾患 ●悪性腫瘍
●骨粗鬆症 ●変形性関節症等、
生活習慣や加齢に伴う疾患

●認知機能障害 ●めまい ●摂食・嚥下障害
●視力障害 ●うつ ●貧血
●難聴 ●せん妄 ●易感染性
●体重減少 ●サルコペニア（筋量低下）

※ 現時点では、慢性疾患とフレイルの関わりについて継続的に検証されている段階にあることに留意が必要。

高齢者の健康状態の特性等について
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医療保険制度における予防・健康づくりの取組について

○ 医療保険制度においては、各保険者が、若年期から高齢期まで、各被保険者の
特性に応じて、効果的な予防・健康づくり等の保健事業に取り組むよう努めることと
されている。

若年・壮年期 高齢期

【特性に応じた予防・健康づくりの主な取組】

○特定健診･特定保健指導（40歳以上74歳以下）

○任意で人間ドック

○広く加入者に対して行う予防･健康づくり、
※ヘルスケアポイント等によるインセンティブ付与

○糖尿病等の重症化予防

【医療費適正化】

○重複頻回受診など加入者の適正受診・適正服薬を促す取組

○後発医薬品の使用促進

国保、被用者保険 後期高齢者医療

○健康診査のみの実施がほとんど
○一部、重症化予防も実施
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○ 地域リハビリテーション活動⽀援事業
地域における介護予防の取組を機能強化するために、

通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住⺠
主体の通いの場等へのリハビリテーション専⾨職等の関
与を促進する。

○ ⼀般介護予防事業評価事業
介護保険事業計画に定める⽬標

値の達成状況等の検証を⾏い、⼀
般介護予防事業の事業評価を⾏う。

○ 地域介護予防活動⽀援事業
市町村が介護予防に資すると

判断する地域における住⺠主体
の通いの場等の介護予防活動の
育成・⽀援を⾏う。

○ 介護予防普及啓発事業
介護予防活動の普及・

啓発を⾏う。

○ 介護予防把握事業
地域の実情に応じて収集し

た情報等の活⽤により、閉じ
こもり等の何らかの⽀援を要
する者を把握し、住⺠主体の
介護予防活動へつなげる。

⼀般介護予防事業
○ 介護予防は、⾼齢者が要介護状態等となることの予防⼜は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防⽌を⽬

的して⾏うものである。
○ 機能回復訓練などの⾼齢者本⼈へのアプローチだけではなく、地域づくりなどの⾼齢者本⼈を取り巻

く環境へのアプローチも含めたバランスのとれたアプローチを⾏う。
○ 年齢や⼼⾝の状況等によって分け隔てることなく、住⺠主体の通いの場を充実させ、⼈と⼈とのつな

がりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡⼤していくような地域づくりを推進する。
○ リハビリテーション専⾨職等を活かした⾃⽴⽀援に資する取組を推進し、介護予防を機能強化する。
○ 市町村が主体となり、⼀般介護予防事業を構成する以下５つの事業のうち必要な事業を組み合わせて

地域の実情に応じて効果的かつ効率的に実施する。
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住民主体の
通いの場

地域介護予防活動支援事業（住民主体の通いの場等）

運動機能向上
体操等

低栄養予防
会食等

口腔機能向上
体操等

社会参加促進
ボランティア、茶話
会、趣味活動等

○ 年齢や⼼⾝の状況等によって⾼齢者を分け隔てることなく、誰でも⼀緒に参加することのできる介護予防活動の地域展開を⽬指して、
市町村が介護予防に資すると判断する住⺠主体の通いの場等の活動を地域の実情に応じて効果的かつ効率的に⽀援することを⽬的
としている。

認知機能低下予防
自己チェック等

43,154 55,521
70,134 76,492

2.7
3.2

3.9 4.2

0

1

2

3

4

5

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

箇所数

参加率
（％）

通いの場の数と参加率の推移 （参加率(％)）

48% 5% 23% 6% 18%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成28年度

体操（運動） 会食 茶話会 認知症予防 趣味活動

通いの場の主な内容内訳
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・⽣活習慣病対策・フレイル対策（医療保険）と
介護予防（介護保険）が制度ごとにそれぞれで
実施されているほか、医療保険の保健事業は、
後期⾼齢者医療制度に移⾏する75歳を境に、保
険者・事業内容が異なる。

・後期⾼齢者医療広域連合は、都道府県ごとに管内の全市町村で構成される特別地⽅公共団体であり、そ
の組織特性（都道府県ごとの設置、職員が市町村等からの派遣のため専⾨職の配置が困難）上、保健事
業を実施する体制整備に限界のあることが指摘されている。

保健師 看護師 管理栄養⼠ 合 計

配置
広域数

配置
広域数

配置
広域数

配置
広域数
(※)全広域に

占める割合 ⼈数 全広域に
占める割合 ⼈数 全広域に

占める割合 ⼈数 全広域に
占める割合 ⼈数

２１ 44.7％ ２６ ３ 6.4％ ４ １ 2.1％ １ ２１ 44.7％ ３１

※ 合計における配置広域数は実数

広域連合における専⾨職配置状況

介護予防

65 75（年齢）

介
護

医
療

フレイル
対策

実施主体がバラバラ

生活習慣病対策

(市町村)

【健保・国保】 【後期高齢者医療】(広域連合)

現状の課題について
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医
療
保
険

介
護
保
険

被用者保険の保健事業
（健保組合、協会けんぽ）

○健康診査のみの実施が
ほとんど

○一部、重症化予防に向けた
個別指導等も実施

後期高齢者広域連合の
保健事業

（広域連合。市町村に委託・補助）

○特定健診、特定保健指導
○任意で、人間ドック
○重症化予防（糖尿病対策等）

保険者により、糖尿病性腎症の患者等に対して、医療機関と連携
した受診勧奨・保健指導等の実施。

○健康経営の取組
・ 保険者と事業主が連携した受動喫煙対策や職場の動線を利用し
た健康づくりの実施。

・ 加入者の健康状態や医療費等を見える化した健康スコアリング
レポート等の活用。

国民健康保険の
保健事業（市町村）

○特定健診、特定保健指導
○任意で、人間ドック
○重症化予防（糖尿病対策

等）
・ 保険者により、糖尿病性

腎症の患者等に対して、
医療機関と連携した受診
勧奨・保健指導等の実施。

○市町村独自の健康増進
事業等と連携した取組

７５歳退職等

６５歳

○一般介護予防事業（住民主体の通いの場）
○介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス、通所型サービス、生活支援サービス（配食
等）、生活予防支援事業（ケアマネジメント）

介護保険の介護予防・日常生活支援総合事業等（市町村）

国保と後期高齢者の
保健事業の接続の必要性
（現状は、７５歳で断絶）

○フレイル状態に着目した
疾病予防の取組の必要性
（栄養、運動、社会参加 等
のアプローチ）

保健事業と介護予防の
一体的な実施（データ分析、
事業のコーディネート 等）

→保健事業との連携による支援メニューの充実の必要性

保健事業と介護予防の現状と課題（イメージ）
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予防・健康づくりの推進（医療保険・介護保険における予防・健康づくりの⼀体的実施）

50

○ ⾼齢者の通いの場を中⼼とした介護予防（フレイル対策(運動、⼝腔、栄養等)を含む）と⽣活習慣病等の疾病予防・重症化 予
防の⼀体的実施。

○ 通いの場の拡⼤、⾼齢者に対して⽣きがい・役割を付与するための運営⽀援、かか

⾝体を動かす場

医師会等
（かかりつけ医等）

地域ぐるみで介護・フレイル予防を⼀体的に実施 ⇒ 健康寿命の延伸

【⼀体的に実施】

保健指導の
情報共有

受診勧奨

フレイルチェック、
保健指導等

参加

・・・
※多様な主体が運営
（住⺠組織、ＮＰＯ、⺠間企業等）

※公共施設等も活⽤

地域の⾼齢者

参加の働きかけ

受診 関係団体

連携

協力

連携
協力

市町村
（保健師、栄養⼠等）

参加の働きかけ
個別アプローチ

⽴上げ⽀援、定期訪問

17,963

23,752

30,197

36,932

2,485

2,800

3,609

3,571

10,560

13,470

17,158

17,803

2,615

3,921

4,578

4,262

9,531

11,578

14,592

13,924

43,154

55,521

70,134

76,492

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

（箇所数）

会食 茶話会 認知症予防体操（運動） 趣味活動

※⾝体を動かす場等の箇所数○ ⾼齢者の⾝体を動かす場（通いの場）を
中⼼とした介護予防（フレイル対策(運動、
⼝腔、栄養等)を含む）と⽣活習慣病等
の疾病予防・重症化予防の⼀体的実施。

○ 通いの場の拡⼤、⾼齢者に対して⽣きが
い・役割を付与するための運営⽀援、かか
りつけの医療機関等との連携。

介護予防

65 75（年齢）

介
護

医
療

フレイル
対策

生活習慣病対策

(市町村)

【健保・国保】 【後期高齢者医療】(広域連合)



フレイル対策を含めた予防対策の推進
（食事摂取基準の活用等）
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「日本人の食事摂取基準（2020年版）」の策定

【背景】
○ 食事摂取基準は、健康の保持・増進、生活習慣病の発症予防を目的として、エネ

ルギー及び各栄養素の摂取量について、１日当たりの基準を示したものであり、５
年ごとに改定を行っている。

【策定方針】
○ 2020年度から使用する「日本人の食事摂取基準（2020年版）」では、更なる高齢化

の進展や糖尿病有病者数の増加等を踏まえ、栄養に関連した代謝機能の維持・
低下の回避の観点から、生活習慣病の発症予防と重症化予防に加え、高齢者の
低栄養予防やフレイル予防も視野に入れて検討する。

○ 2018年４月20日から検討会を立ち上げ、「日本人の食事摂取基準」の方針を検討
し、2018年度末を目途に報告書を取りまとめ、2019年度に改定（告示）を行う予定。

《現行の活用例》

・ 健常者及び傷病者を対象とした事業所給食、医療・介護施設等における栄養・食事管理（入院時食事療養における栄養補給量の設定等）

・ 学校給食実施基準の策定
・ 食品表示基準（栄養成分表示、機能性表示等の基準）、特別用途食品（病者用食品等）の基準の策定
・ 国及び地域における計画策定及び評価（健康日本２１（第二次）、食育推進基本計画等） 等
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多様・包括的な民間委託の推進
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